
 

 

別紙３ 

 

週休２日確保工事における工期の考え方について 
 

週休２日を確保するイメージ 

（発注者指定型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (１) 発注者が設定する「準備期間」と「後片付け期間」の日数を特記仕様書に記載す

る。 
 
  (２) 「準備期間」とは、施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設

計照査、現場事務所の設置等の期間をいい、「工期の始期日」から「施工開始日」

までの期間をいう。 
 
  (３) 「施工開始日」とは、本体工事（工事目的物を施工するための工事）や仮設工事

（工事の施工及び完成に必要とされる各種の仮工事）を着手する日をいう。 
 
  (４) 「対象期間」とは、「準備期間」及び「後片付け期間」を除く「施工開始日」か

ら「施工終了日」までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、

工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注

者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責めによらず現場

作業を余儀なくされる期間等は含まない。 
 
  (５) 「施工終了日」とは、現場での施工が終了した日をいう。ただし、「施工終了日」

から「工期の終期日」までの日数が、特記仕様書に記載している「後片付け期間」

の日数を下回った場合は、特記仕様書の日数から設定される「施工終了日」を優先

するものとする。 
 
  (６) 後片付け期間とは、工事の完成に際して、受注者の機器、余剰資材、残骸及び各

種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分の清掃等に要する期間

をいう。 

※上図では対象期間内の現場閉所日数が 40 日以上となれば「通期」の４週８休以上。 
  かつ、月ごとに現場閉所率が 8/28=28.5％以上であれば、「月単位」の４週８休以上。 
 

例 通期　

月単位　 22
日

8
日

23
日

8
日

21
日

9
日

22
日

9
日

12
日

６
日

工期の始期日 工事着手 工期の終期日
契約日 施工開始日 施工終了日
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